
宗
祖
の
思
想
及
び
信
仰
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
法
華
経
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
法
華
経
に
は
、
諸
尊
が
釈
尊
に
対
し
て
法
華
経
を
守
る
と
普
を
立
て
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
諸
尊
は
法
華
経
を
守
謎
す
る
武
任
が
あ

る
。
こ
の
関
係
か
ら
さ
ら
に
そ
の
法
華
経
を
信
じ
て
拝
む
人
を
守
る
責
任
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
蠣
経
そ
れ
自
身
の
説
く
と
こ
ろ
に

し
た
が
え
ば
、

序
品
二
界
八
番
衆

法
師
品
「
如
来
則
為
。
以
衣
覆
之
。
又
為
他
方
。
現
在
諦
仏
。

宝
塔
品
「
於
我
滅
後
誰
能
受
持
読
調
此
経
今
於
仏
前

安
楽
行
品
「
諸
天
昼
夜
。
常
為
法
故
。
而
術
護
之
。
」

嘱
累
品
「
如
世
尊
勅
。
当
具
奉
行
。
」

陀
羅
尼
舶
「
汝
等
但
能
。
擁
護
受
持
法
華
名
者
。
福
不
可
通
。

勧
発
品
「
濁
悪
世
中
。
其
有
受
持
。
是
経
典
者
。
我
当
守
謹
。

是
経
典
者
。
我
当
守
謹
。

宗
祖
と
守
護
神

Ｈ
は
じ
め
に

」

除
其
衰
患
。
令
得
安
穏
。
」

之
所
遡
念
。
」

自
説
誓
言
」 中

條
暁
秀

（70）



し
か
し
、
こ
の
中
で
特
に
釈
尊
の
命
を
奉
じ
て
守
護
を
誓
っ
た
約
言
に
該
当
す
る
文
は
、
弧
累
品
の
「
如
世
尊
勅
。
当
具
奉
行
。
」
で

あ
る
。
こ
の
文
は
守
謹
す
る
当
面
の
対
象
は
法
華
経
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
宗
祖
は
そ
の
守
護
力
を
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
さ

ら
に
法
華
経
を
信
じ
行
ず
る
者
の
上
に
ま
で
進
展
普
及
を
さ
せ
、
そ
の
守
護
を
受
く
べ
き
有
資
絡
者
は
法
華
経
の
行
背
で
あ
る
と
す
る
の

で
あ
る
。

（

本
）
を
指
し
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
宗
祖
は
具
体
部

宗
祖
は
安
国
論
御
勘
由
来
に
、

を
指
し
て
い
る
。

守
謹
と
は
、
法
・
人
・
国
（
３
）

守
護
神
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
、
開
目
抄
に
は
、

の
ご
と
く
で
あ
る
。

当
然
の
ご
と
く
宗
祖
に
し
て
承
れ
ば
、
法
と
は
法
華
経
を
、
人
と
は
法
華
経
の
行
者
を
、
国
と
は
法
華
経
の
行
者
の
居
住
す
る
国
（
日

ブ

ノ

ノ

法
華
経
の
諸
仏
・
菩
薩
・
十
羅
刹
、
日
蓮
を
守
護
し
給
上
、
浄
土
宗
の
六
方
諸
仏
・
二
十
五
菩
薩
、
真
言
宗
の
千
二
百
等
、
七
宗
の

う
（
《
侭
Ｕ
）

ノ

諸
尊
・
守
護
善
神
、
日
蓮
を
守
護
し
給
く
し
。

ノ
ノ
ラ
ソ
ワ
（
頁
Ｊ
）

力
ノ
ブ

日
蓮
所
レ
持
法
華
経
守
護
十
羅
刹
治
罰
蒙
し
之
。

（
２
）

法
・
人
地
国
等
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
・
人
・
国
の
守
謹
を
仏
前
に
お
い
て
誓
願
す
る
諸
尊
を
指
し
て

（
４
）

宗
祖
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
諸
尊
を
守
護
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

口
宗
祖
と
守
護
神

１
Ｌ
）

(7I)



れ
て
い
る
。

表
（
１
）

と
、
清
澄
寺
大
衆
中
に
は
、

力
（
７
）

地
涌
千
界
・
文
殊
・
観
音
・
梵
天
・
帝
釈
・
日
・
月
・
四
天
・
十
羅
刹
、
法
華
経
の
行
者
を
守
護
し
給
は
ん
と
説
れ
た
り
。

と
、
檀
越
某
御
返
事
に
は
、

（
８
）

天
照
太
神
・
正
八
幡
・
日
月
・
帝
釈
・
梵
天
等
の
仏
前
の
御
ち
か
い
、
今
度
心
象
候
ば
や
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
遺
文
は
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
守
護
神
の
具
体
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、
さ
ら
に
遺
文
全
体
よ
り
守
護
神
を
抽
出
す
る
と
、
表
（
１
）
の
よ
う
に
な
る
。

-l･ " IJ 日 八帝梵

I附
雑

大釈天

’ドリ
菩

女犬天犬 I雄犬ji

守
護

神

名

回引
数用

12 1312 13 14 14 14

49 98 98 98 98107107

遺
98 101 1812181216818121812

113 113205205 176205205

124 173220220213220220 文
（
数
字
は
定
本
遺
文
番
号
）

肩
の
数
字
は
同
一
遺
文
に
お
け
る
引
川
回
数
で
あ
る
。

174 175260260242247247

205245283283247283283

247262288288283288288

262266294294288294294

276293327327343327327

2933143433433954343343

318321388388408346346

364333395395 388388

395395

一
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li1 地観二 lli 文諸二二多 火
照
太
神

四
天
王

諸
仏

釈
迦
仏

地
口
涌
の
菩
隣

名 粟
●
申
争

▲
甲
″
｛
■
■

凸

■

』

０
Ｅ
Ｃ
Ｏ 宝

仲神背界王殊味天梨仏

1 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 8 8 10 10

160175205 113 98118 92 113 113 106 106106 70107 98

181388388168205 98 124 124 107 107 107 98 181 168

388 113247247247 118181 106205176

388293293276181247107220213

346205276 181247242

388247295247288247

346346294283

388388343288

388343

395408

一

（73）



’ 同

弥
勒

天
神

浄
土
宗
の
六
方
の
諸

仏
二
十
五
の
菩
薩

翼
言
宗
の
千
二
百
等

七
宗
の
諸
尊

八
部

迩
化
他
方

鬼
子
母
神

法
華
経

大
小
の
神
低

星
宿

地
賊

天
神
地
紙

（
９
）

つ
ま
り
、
宗
祖
の
い
う
守
謹
神
と
は
多
種
の
神
名
を
数
え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
が
、
そ
の
鮫
大
の
特
色
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て

生

FII

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1１
’

98 98175388160170388388327262247247113 98

－

（74）



表
（
１
）
に
よ
っ
て
も
明
白
な
通
り
、
宗
祖
の
い
う
守
護
神
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
仏
教
に
お
け
る
神
で
、
仏
教
と
そ
の
信
奉

者
を
守
護
す
る
善
神
一
般
を
指
し
、
法
華
経
の
行
者
の
守
謹
を
誓
っ
た
十
羅
刹
女
・
梵
天
・
帝
釈
・
日
月
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
い

ず
れ
も
仏
教
に
付
属
す
る
神
で
あ
る
。
二
つ
は
仏
教
固
有
の
善
神
に
対
す
る
日
本
固
有
の
神
で
、
な
か
で
も
天
照
・
八
幡
の
二
神
を
重
要

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
数
多
の
諸
尊
に
対
し
て
祈
論
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
煩
鎖
で
あ
り
、
し
か
も
誤
解
を
ま
ね
く
恐
れ

が
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
は
要
約
・
統
合
と
い
う
表
現
形
式
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
自
然
の
成
り
行
き
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ

（
皿
）

る
。
立
正
大
学
の
宮
崎
英
修
先
生
は
、
『
日
蓮
宗
の
守
護
神
』
の
中
で
、
そ
の
要
約
・
統
合
過
程
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
多
種
で
あ
る
守
護
神
は
、
「
法
華
経
の
諸
仏
・
菩
薩
」
乃
至
「
釈
迦
仏
・
多
宝
仏
」
に
統
合
さ
れ
、
「
法
華
経
」
と
い
う
語

で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
経
巻
と
い
う
の
で
は
な
く
、
諸
仏
の
師
た
る
法
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
説
い
た
久
遠

（
ｕ
）

本
仏
、
す
な
わ
ち
、
寿
量
品
の
仏
に
よ
っ
て
統
輔
さ
れ
る
法
華
経
の
諸
仏
・
菩
薩
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
吃
）

館
二
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
宗
祖
が
守
護
神
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
で
あ
る
。
宗
祖
の
遺
文
は
論
構
成
の
基
礎
と
な
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
繁
を
厭
わ
ず
、
そ
の
機
能
を
分
類
し
結
論
を
導
き
た
い
。

（
旧
）

今
、
表
（
１
）
に
示
さ
れ
る
引
用
回
数
の
多
い
梵
天
王
を
例
に
し
て
考
察
す
る
と
表
（
Ⅱ
）
と
な
る
。

視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

一

表
（
Ⅱ
）
八
梵
天
王
Ｖ

機
い
ず
渡
す
る

能

日
妙
聖
人
御
書
（
六
四
七
）
八
斑
Ｖ

撰
時
抄
（
一
○
四
六
）
八
典
Ｖ

遺

文
（
数
字
は
定
遺
の
間
数
）
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－

③
日
本
は
誇
法
国
で
あ
る
か
ら
捨
国
を
す
る

側
誇
法
者
を
処
鮒
す
る

ｂ
ｐ
■
ｐ
●
申
ウ
ザ
■
■
■
り
り
ｆ
ｃ
ｂ
。
Ｇ
ｏ
ｆ
９
６
６
９
５
６
９
０
０
６
９
ｆ
ｆ
●
●
Ｄ
０

何
仏
前
の
誓
願
が
あ
る
か
ら
処
罰
す
る

川
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す
る

价
誘
法
脅
を
処
制
す
る

何
仏
前
の
誓
願
が
あ
る
か
ら
守
護
す
る

四
信
五
品
抄
（
一
二
九
九
）
八
鹿
Ｖ

下
山
御
消
息
（
一
三
二
五
・
二
三
九
）
八
真
．
Ｈ
法
・
日
澄
写
本
Ｖ

神
川
王
御
諜
（
八
八
六
・
八
九
○
）
八
典
Ｖ

韮
舎
城
事
（
九
一
七
）
八
曾
Ｖ

富
木
入
道
殿
御
返
事
（
一
五
一
九
）
八
典
Ｖ

随
自
意
御
諜
（
一
六
一
七
’
一
六
一
八
）
八
真
Ｖ

種
々
御
振
舞
御
書
（
九
八
四
）
八
曾
Ｖ

高
橘
入
道
殿
御
返
事
（
一
○
八
六
）
八
真
Ｖ

千
日
尼
御
前
御
返
事
（
一
五
四
四
）
八
真
Ｖ

清
澄
寺
大
衆
中
（
二
三
六
）
八
曾
Ｖ

四
条
金
吾
釈
迦
仏
供
養
事
（
二
八
四
）
八
真
・
曾
Ｖ

窪
尼
御
前
御
返
事
（
一
五
○
三
）
八
真
Ｖ

富
木
入
道
殿
御
返
事
（
一
五
一
九
）
八
真
Ｖ

日
眼
女
釈
迦
仏
供
養
事
（
一
六
二
四
）
八
曾
Ｖ

聖
人
御
難
事
（
一
六
七
四
）
八
真
Ｖ

上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
（
一
八
一
三
）
八
瓦
Ｖ

諫
暁
八
幡
抄
（
一
八
四
九
）
八
真
・
竹
Ｖ

下
山
御
消
息
（
一
三
三
二
）
八
真
・
日
法
・
日
澄
写
本
Ｖ

檀
越
某
御
返
事
（
一
四
九
三
）
八
真
Ｖ

変
毒
為
薬
御
書
（
一
六
八
三
）
八
日
興
写
本
Ｖ
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い
隣
国
の
聖
人
に
仰
せ
付
け
て
、

身
に
入
っ
て
誇
法
剛
（
日
本
）

侵
逼
雛
）

例
仏
前
の
誓
願
が
あ
る
か
ら
誘
法
脚
を
過

責
す
る

伺
的
と
自
界
叛
逆
雌
の
並
槌

价
誇
法
脚
（
日
本
）
を
逼
尚
す
る

又
、
隣
脚
の
賢
韮
の

を
逼
尚
す
る
（
他
川

－

下
山
御
消
息
（
三
豆
五
）
八
真
・
日
法
・
日
澄
写
本
Ｖ

法
門
可
被
中
様
之
事
（
四
五
四
）
八
典
Ｖ

聖
人
知
三
世
事
（
八
四
三
）
八
典
Ｖ

極
々
御
振
舞
御
脊
（
九
六
こ
八
曾
Ｖ

一
谷
入
道
御
背
（
九
九
六
）
八
真
Ｖ

撰
時
抄
（
一
○
○
七
’
八
・
一
○
五
五
）
八
鹿
・
稗
Ｖ

三
三
蔵
祈
雨
事
（
一
○
七
こ
八
真
Ｖ

清
澄
寺
大
衆
中
（
二
三
四
）
八
曾
Ｖ

報
恩
抄
（
言
三
四
）
ハ
真
・
曾
・
日
舜
．
Ｈ
乾
写
本
Ｖ

現
世
無
間
御
＃
（
言
一
九
二
）
八
典
Ｖ

下
山
御
消
息
Ｑ
三
四
二
－
三
）
八
真
。
Ｈ
法
・
日
澄
写
本
Ｖ

日
女
御
前
御
返
事
（
一
五
二
）
八
真
Ｖ

Ｇ
。
■
■
ｌ
Ｉ
６
Ｂ
ｐ
ｅ
ｂ
ｌ
■
■
Ｂ
Ｄ
Ｓ
ｐ
■
９
■
０
。
。
■
ｑ
ｇ
ｄ
ｄ
Ｏ
ｏ
Ｃ
■
●
●
Ｆ
Ｂ
０
●
Ｄ
ｃ
０
ｇ
ｄ
●
■
●
●
■
■
●
０
■
０
■
◆
■
●
０
．
●
●
●
●
●
●
凸
●
Ｇ
ｂ
■
ｂ
●
９
０
８
９
●
①
■
●
●
●
吾
ｂ
Ｄ
Ｏ
０
Ｂ
Ｄ
Ｏ
ｌ
４
０
Ｄ
●
●
●
。
●
Ｃ
ａ
Ｃ
■
●
◆
６
０
凸

械
々
御
振
雛
御
丼
（
九
六
三
）
八
仲
Ｖ

撰
時
抄
（
一
○
四
七
）
八
鹿
・
仲
Ｖ

亜
］
八
司
捗
ヨ

（77）



’宗
祖
の
遺
文
の
随
所
に
説
示
さ
れ
る
通
り
、
実
に
多
様
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
梵
天
王
と
い
う
一
つ
の
守
謹
神
を
例
に
し
て
も

（
Ｍ
）

そ
の
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
機
能
は
、
あ
く
ま
で
も
「
法
華
経
の
守
誰
者
」
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

今
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
王
難
と
は
伊
豆
・
佐
渡
の
流
罪
で
、
他
は
私
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
祖
に
と
っ
て
よ
り
危
険
が

多
か
っ
た
の
は
王
難
よ
り
む
し
ろ
私
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
建
長
五
年
四
月
の
清
澄
寺
追
放
に
は
じ
ま
り
、
文
応
元
年
八
月

と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。

宗
祖
は
三
十
二
才
で
房
州
清
澄
寺
で
題
目
を
始
唱
し
て
後
、
鎌
倉
に
出
て
法
華
経
の
独
妙
を
主
張
し
て
、
諸
宗
を
否
定
し
統
け
た
た
め

に
、
常
に
杖
木
瓦
価
・
悪
口
罵
営
を
蒙
っ
た
が
、
特
に
立
疋
安
国
論
献
上
後
の
迫
害
は
甚
だ
し
く
、
開
目
抄
に
よ
れ
ば
、

ス

既
に
二
十
余
年
が
間
此
法
門
を
申
に
、
日
々
月
を
年
々
に
難
か
さ
な
る
。
少
盈
の
難
は
か
ず
し
ら
ず
。
大
輔
の
難
四
度
な
り
。
二
度

カ

ブ

は
し
ば
ら
く
を
く
、
王
難
す
で
に
二
度
に
を
よ
ぶ
。
今
度
は
す
で
に
我
身
命
に
及
。
其
上
弟
子
と
い
ひ
、
槽
那
と
い
ひ
、
わ
づ
か
の

（
胆
）

聴
問
の
俗
人
な
ん
ど
来
て
重
科
に
行
る
。
謀
反
な
ん
ど
の
者
の
ご
と
し
。

仙
末
法
に
な
る
と
守
艘
力
か
弱
く
な
る

切
誘
法
者
に
と
っ
て
大
怨
敵
と
な
る

日
善
神
捨
国
論

富
木
殿
御
返
事
（
六
一
九
）
八
頁
Ｖ

真
言
諸
宗
述
目
（
六
四
○
）
八
血
Ｖ

下
山
御
消
息
（
一
三
四
二
）
八
典
・
日
法
・
日
澄
写
本
Ｖ

慈
覚
大
師
事
（
一
七
四
二
）
八
翼
Ｖ

（78）



と
、
こ
の
身
を
法
華
経
弘
通
の
た
め
に
さ
さ
げ
ん
と
誓
わ
れ
、
流
罪
二
度
目
の
佐
渡
に
つ
い
て
は
、
開
目
抄
に
、

ル

レ

而
に
法
華
経
の
第
五
の
巻
勧
持
舳
の
二
十
行
の
偶
は
、
日
蓮
だ
に
も
此
国
に
生
ず
は
、
ほ
と
を
ど
（
殆
）
世
尊
は
大
妄
語
の
人
、
八

十
万
億
那
由
陀
の
菩
薩
は
提
婆
が
虚
証
罪
に
も
堕
ぬ
く
し
。
・
・
・
・
・
・
（
中
略
）
：
・
・
・
．
．
、

モ

ヤ

日
蓮
法
華
経
の
ゆ
へ
に
度
々
な
が
さ
れ
ず
は
数
々
の
二
字
い
か
ん
が
せ
ん
。
此
二
字
は
天
台
伝
教
い
ま
だ
よ
象
給
は
ず
ｏ
況
余
人
を

（
配
）

や
。
末
法
の
始
の
し
る
し
、
恐
怖
悪
世
中
の
金
言
の
あ
ふ
ゆ
へ
に
、
但
日
遮
一
人
こ
れ
を
よ
め
り
。

と
ま
で
切
言
さ
れ
た
こ
と
で
、
宗
祖
が
法
華
経
弘
通
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
値
難
を
経
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
法
準
維
弘
通
が
完
全
に
釈
尊

の
御
意
に
符
契
し
た
と
し
て
、
従
来
の
単
な
る
持
経
者
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
と
の
確
信
を
抱
か
れ
た
に
相
違
な

、
Ｑ
リ
ノ

（
認
）

い
の
で
あ
る
。

の
松
葉
ヶ
谷
草
庵
の
夜
打
、
文
永
元
年
十
一
月
の
東
条
の
松
原
の
急
襲
へ
同
八
年
九
月
鎌
倉
草
庵
で
の
召
取
り
の
際
、
法
華
経
第
五
の
巻

（
蝿
）
（
Ⅳ
）

を
持
っ
て
大
衆
の
面
前
で
少
輔
房
に
加
え
ら
れ
た
打
郷
。
表
面
は
遠
流
と
見
せ
か
け
実
は
柵
首
と
決
め
、
鎌
倉
中
を
裸
馬
に
乗
せ
て
引
き

廻
し
、
夜
陰
に
乗
じ
て
罪
人
の
処
刑
場
で
あ
る
片
瀬
竜
ノ
ロ
ヘ
引
っ
立
て
、
断
首
寸
前
に
辛
く
も
一
命
が
助
か
っ
た
件
。
佐
渡
配
流
中
た

（
旧
）

び
た
び
の
偽
の
御
教
書
の
発
布
の
ご
と
き
、
こ
れ
ら
の
私
難
の
中
で
も
竜
ノ
ロ
の
伽
の
座
と
東
条
の
難
に
は
過
ぎ
ず
と
洩
ら
さ
れ
た
と
さ

（
四
）
（
卯
）

え
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
の
私
難
に
し
て
も
決
し
て
軽
か
ら
ぬ
法
難
で
あ
っ
た
と
拝
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
伊
豆
流
罪
に
つ
い
て
宗
祖
は
、
金
吾
殿
御
返
事
に
、

上

法
華
経
の
ゆ
へ
に
流
罪
に
及
ぬ
。
今
死
罪
に
行
れ
ぬ
こ
そ
本
意
な
ら
ず
候
へ
。
あ
わ
れ
さ
る
事
の
出
来
し
候
へ
か
し
と
こ
そ
は
げ
象

ゲ

候
て
、
方
々
に
強
言
を
か
き
て
挙
を
き
候
な
り
。
す
で
に
年
五
十
に
及
び
ぬ
。
余
命
い
く
ば
く
な
ら
ず
。
い
た
づ
ら
に
広
野
に
す
て

（
虹
）

ん
身
を
、
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と
こ
ろ
で
、
配
流
地
佐
渡
に
お
い
て
も
や
は
り
宗
祖
は
生
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宗
祖
の
輔
首
が
最
も
強
く
予
想

（
割
）

さ
れ
た
の
は
文
永
九
年
の
初
頭
の
頃
と
推
察
さ
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
宗
祖
の
首
を
つ
な
ぎ
と
め
た
の
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
予
言
（
自
界
叛
逆
難
と
他
国
侵
逼
難
）
の
的
中
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
自
界
叛
逆
難
は
文
永
九

（
妬
）

年
一
月
の
本
間
重
連
に
対
す
る
予
言
が
二
月
中
旬
に
的
中
し
て
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
ま
た
高
麗
の
使
者
が
四
回
目
の
大
元
蒙
古
の
国

（
妬
）
（
”
）

書
を
携
え
来
た
の
は
そ
れ
か
ら
程
な
い
五
月
の
こ
と
で
、
他
国
侵
逼
難
は
早
や
目
前
に
迫
っ
て
来
た
と
い
う
現
実
で
あ
る
。

約
言
す
れ
ば
、
佐
渡
配
流
初
め
の
文
永
九
年
頃
の
宗
祖
の
生
命
の
危
機
を
廻
避
し
得
た
理
由
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
推

約
言
す
れ
ば
、
佐
韓

定
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
、
す
な
わ
ち
、
外
な
ら
ぬ
国
中
を
守
護
す
る
諸
天
善
神
が
正
法
で
あ
る
法
華
経
の
法
味
を
鏡
ず
し
て
威
光
を
失
い
、
国
を
捨
て
去
。

た
隙
に
悪
鬼
が
便
り
を
得
て
内
外
の
災
難
が
生
じ
る
と
説
示
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
善
神
捨
国
論
に
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
本
来
な
ら
ば
直
ち
に
論
の
展
開
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
前
に
検
討
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
善

神
捨
国
の
理
由
と
し
て
の
誇
法
罪
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

末
法
思
想
・
凡
夫
の
自
覚
・
罪
業
意
識
は
、
鎌
倉
時
代
の
思
想
界
の
通
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
最
も
鮮
明
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
は
浄
土

教
（
念
仏
）
で
あ
る
。
そ
の
念
仏
の
克
服
に
向
か
わ
れ
た
宗
祖
の
思
想
は
、
当
然
の
ご
と
く
こ
の
問
題
と
関
連
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ

（
釦
）
（
瓢
）

る
ｏ
法
然
・
親
驚
の
思
想
は
「
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
」
な
る
自
己
の
姿
を
あ
か
ら
さ
ま
に
深
信
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
に
対
し
、

か
か
る
内
憂
外
患
の
原
因
を
宗
祖
は
、

ル
、
１
ノ

シ
テ
ハ
ブ
ヒ
ヲ
テ
ヲ
リ
ソ
ヌ

テ
リ
ヲ

プ

キ
ル
フ

国
中
守
護
諸
大
善
神
不
レ
喰
二
法
味
一
失
二
威
光
一
捨
二
国
土
一
去
了
。
悪
鬼
得
し
便
至
二
災
難
一
結
句
自
二
他
国
一
可
レ
破
二
此
国
一
先
相
所
し
勘
”

ノ

ヘ
。
○
ノ

く

也孟
一



華
の
正
法
を
末
法
に
建
立
し
て
、
末
法
の
五
濁
誇
法
を
克
服
是
正
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宗
祖
に
と
っ
て
、
末
法
の
世
に
お
い
て
は
誇
法
罪
が
跡
を
絶
た
な
い
と
い
う
仏
教
的
・
社
会
的
現
実
を
見
逃
す
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な

教
学
の
基
礎
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
が
、
逃
避
的
に
こ
れ
を
処
理
し
て
い
る
の
に
対
し
、
宗
祖
は
末
法
の
た
だ
中
に
突

（
妬
）

盤
し
て
、
こ
れ
を
克
服
せ
ん
と
し
た
態
度
の
相
違
か
ら
も
正
反
の
度
を
異
に
す
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宗
祖
は
法

ま
ず
第
一
の
問
題
か
ら
考
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
を
論
ず
る
こ
と
が
延
い
て
は
善
神
捨
国
論
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

（
拠
）

あ
る
。
な
お
、
第
二
の
問
題
は
紙
数
の
都
合
で
省
略
す
る
。

宗
祖
の
場
合
は
甚
だ
特
異
な
こ
と
に
末
法
・
凡
夫
の
本
質
を
「
誘
法
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
誇
法
」
、
す
な
わ
ち
、
正
法
を
誹
誇
す
る
と
い
う
意
識
は
、
法
華
経
が
最
も
正
統
な
仏
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
宗
祖
の
教
相

的
認
識
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
浄
土
教
の
流
行
を
は
じ
め
諸
宗
乱
立
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
鎌
倉
仏
教
の
現
状
を
宗
祖
は
、
末
法

闘
謡
堅
固
の
し
る
し
と
考
え
、
当
時
の
多
く
の
人
々
が
法
華
経
を
信
奉
せ
ず
、
か
え
っ
て
誹
誇
を
加
え
て
い
る
事
実
に
着
目
さ
れ
、
法
然

（
犯
）

な
ど
を
「
誇
法
の
人
」
と
し
、
わ
が
国
を
「
誇
法
の
国
」
と
断
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
誇
法
の
人
を
末
世
の
機
根
と
し
、
こ
の
救
済
と
か
か
る
意
識
の
克
服
を
め
ざ
し
て
宗
祖
は
布
教
に
連
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
大
別
す
る
と
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
第
一
は
、
誘
法
者
の
代
表
は
念
仏
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
認
識
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
と
対
決
し

克
服
す
る
こ
と
で
あ
り
、
塵
，
一
は
、
誇
法
の
意
識
を
自
己
の
負
わ
れ
た
罪
業
か
ら
発
す
る
も
の
と
し
、
内
面
的
精
神
に
お
い
て
そ
れ
の
克

（
詔
）

服
を
め
ざ
し
た
こ
と
で
あ
る
。

末
法
の
世
相
を
痛
感
し
、
濁
悪
誇
法
の
邪
悪
に
憤
激
し
て
こ
れ
の
克
服
を
以
て
開
宗
の
使
命
と
し
た
宗
教
者
は
、
宗
祖
以
外
に
は
居
ら

れ
な
い
。
実
に
宗
祖
の
宗
旨
は
、
末
法
の
克
服
を
そ
の
開
宗
の
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
源
空
・
親
欝
の
両
者
の
宗
旨
も
末
法
を

（〃）



い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
か
か
る
誇
法
罪
を
一
体
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
祖
は
、
軽
罪
の
場
合
に
は
、
日
・
月
・
四
天
・
梵
天
・
帝
釈
が
行
う
誇
法
治
罰
の
顕
現
と
し
て
、
天
災
地
変
（
地
震
）
・
疫
病
等
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
重
罪
に
及
ん
で
は
、
武
力
の
直
接
行
使
（
蒙
古
襲
来
）
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
誇
法
罪
の
懲
罰
の
仕
方
を

（
錨
）

側
善
神
捨
国

⑥
隣
国
に
破
ら
る

（
調
×
㈹
）

の
三
段
階
的
な
懲
罰
方
法
を
説
示
さ
れ
て
い
る
。
順
次
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
・
側
は
紙
数
が
許
さ
れ
な
い
の
で
省
い
て
、

⑥
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
に
す
る
。
そ
れ
で
は
。
の
隣
国
に
破
ら
る
と
は
、
具
体
的
に
は
何
を
意
味
し
、
い
か
な
る
意
義
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
該
当
す
る
遺
文
を
掲
げ
て
承
る
と
二
つ
の
系
統
に
整
理
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
誇
法
罪
に
対
す
る
罰
に
は
、

罰
は
惣
罰
・
別
罰
・
顕
嗣
・
冥
罰
、
四
候
・
日
本
国
の
大
疫
病
と
大
け
か
ち
（
飢
渇
）
と
ど
し
う
ち
（
同
士
討
）
と
他
国
よ
り
せ
め

（
”
）

ら
る
る
は
惣
ば
ち
（
罰
）
な
り
。
や
く
び
や
う
（
疫
病
）
は
冥
罰
な
り
。
太
田
等
は
顕
嗣
な
り
。
別
ば
ち
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
四
種
類
が
あ
り
、
そ
の
罰
に
対
す
る
懲
罰
の
仕
方
も
四
条
金
吾
殿
御
返
事
に
よ
れ
ば
、

ニ
ル
ハ
ハ
プ

但
諸
天
等
の
御
心
不
レ
叶
者
、
一
往
は
天
変
地
天
等
を
も
ち
て
こ
れ
を
い
さ
む
。
事
過
分
す
れ
ば
諸
天
善
神
等
其
国
土
を
捨
離
し
給
・

（
犯
）

リ

ク

若
は
此
大
王
の
戒
力
つ
き
、
期
来
て
国
土
の
ほ
ろ
ぶ
る
事
も
あ
り
。
叉
逆
罪
多
に
か
さ
な
れ
ば
隣
国
に
破
ら
る
る
事
も
あ
り
。

と
、
段
階
的
に
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

倒
天
変
地
天

捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
誇
法
罪
に
対
す
る
酉
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腿
法
を
行
ず
る
も
の
を
国
主
あ
だ
み
、
邪
法
銘
ず
る
者
の
か
た
ぅ
ど
せ
ば
、
大
梵
天
王
・
帝
釈
・
日
月
・
四
天
等
”
隣
国
の
賢
王

の
身
に
入
か
わ
り
て
其
国
を
せ
む
く
し
と
ゑ
ゆ
。

と
述
ぺ
、
同
様
の
遺
文
は
一
○
鯉
数
え
る
．

と
、
報
恩
抄
に
は
、

梵
天
・
帝
釈
・
日
月
・
四
天
の
御
と
が
め
あ
り
て
、
遠
流
死
罪
の
後
、
百
日
・
一
年
・
三
年
・
七
年
が
内
に
自
界
叛
逆
難
と
て
此
御

フ
（
妃
）

一
門
ど
し
う
ち
（
同
士
打
）
は
じ
ま
る
べ
し
。
其
後
は
他
国
侵
逼
難
と
て
四
方
よ
り
、
こ
と
に
は
西
方
よ
り
せ
め
ら
れ
さ
せ
給
く
し
。

（
“
）
（
妬
）

と
示
し
、
他
に
は
神
国
王
御
書
と
撰
時
抄
が
あ
る
。

⑨
特
に
他
国
侵
逼
難
を
強
調
し
て
い
る
。

と
、
種
々
御
振
舞
御
書
に
は
、

（
虹
）

㈹
自
界
叛
逆
難
と
他
国
侵
逼
難
と
が
並
記
さ
れ
る
。

法
門
可
被
申
様
之
事
に
、

ヒ
ニ

セ

日
本
一
州
上
下
万
人
一
人
も
な
く
誇
法
な
れ
ば
、
大
梵
天
王
・
帝
槌
並
天
照
大
神
等
隣
国
の
聖
人
に
仰
つ
け
ら
れ
て
誇
法
を
た
め
さ

（
妬
）

ん
と
せ
ら
る
る
か
。

ム
（
蛇
）

責
く
し
。

ム
ヲ

ヒ

法
華
経
を
弘
通
す
る
行
者
を
王
臣
人
民
怨
レ
之
間
法
華
経
の
座
に
て
守
護
せ
ん
と
誓
を
な
せ
る
地
神
い
か
り
を
な
し
て
身
を
ふ
る
ひ
、

シ

ヒ

プ

天
神
身
よ
り
光
を
出
て
此
国
を
お
ど
す
。
い
か
に
諫
む
れ
ど
も
用
ざ
れ
ば
、
結
句
は
人
の
身
に
入
て
自
界
叛
逆
せ
し
め
、
他
国
よ
り

法
蓮
紗
に
は
、
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結
局
の
と
こ
ろ
、
五
濁
誇
法
充
満
の
悪
国
で
あ
る
日
本
に
対
し
て
の
蒙
古
軍
の
来
襲
は
、
教
主
釈
尊
か
ら
派
遣
さ
れ
た
懲
罰
を
目
的
に

し
た
軍
神
で
あ
る
と
の
認
識
で
、
宗
祖
は
把
握
さ
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
こ
の
蒙
古
問
題
に
対
す
る
宗
祖
の
胸
中
を
拝
す
る
と
、
蒙
古
来
襲
は
、
他
国
侵
逼
難
に
対
す
る

宗
祖
の
予
言
の
的
中
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
に
信
服
す
る
門
弟
た
ち
は
む
し
ろ
喜
び
と
思
う
で
あ
ろ
う
と
、
妙
一
尼
御
返
事

条
殿
御
返
事
に
、

え
に
し

も
ち
ろ
ん
、
宗
祖
は
日
本
に
生
を
受
け
、
そ
し
て
、
そ
の
縁
を
思
い
、
生
国
を
愛
す
る
心
は
人
一
倍
で
あ
る
。
こ
の
生
国
日
本
に
対
す

る
愛
情
か
ら
以
て
す
れ
ば
、
蒙
古
に
よ
っ
て
日
本
が
減
さ
れ
る
こ
と
は
宗
祖
に
と
っ
て
非
常
な
る
悲
し
ゑ
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
蒙
古
来
襲
を
宗
祖
が
喜
ぶ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
わ
れ
な
き
こ
と
で
あ
る
と
、
南

又
む
く
り
（
蒙
古
）
の
を
こ
れ
る
よ
し
、
こ
れ
に
は
い
ま
だ
う
け
給
ら
ず
。
こ
れ
を
申
せ
ば
、
日
蓮
房
は
む
く
り
国
の
わ
た
る
と
い

（
卵
）

ス

ヘ
ば
よ
ろ
こ
ぶ
と
申
。
こ
れ
ゆ
わ
れ
な
き
事
な
り
。

と
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
ゑ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

宗
祖
に
と
っ
て
ぶ
れ
ば
、
蒙
古
来
襲
は
誇
国
日
本
へ
の
警
鐘
乱
打
の
た
め
で
あ
っ
て
、
喜
び
ど
こ
ろ
か
、
宗
祖
の
真
意
は
開
目
抄

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
宗
祖
峰

に
、

に
、

（
副
）

レ

レ

レ

我
日
本
の
柱
と
な
ら
む
、
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
、
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
む
、
等
と
ち
か
い
し
願
、
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
。

上
／
別
誰

又
い
ゐ
し
事
む
な
し
か
ら
ず
し
て
、
大
蒙
古
国
も
よ
せ
て
、
国
土
も
あ
や
を
し
げ
に
な
り
て
候
へ
ぱ
、
い
か
に
悦
給
は
ん
・
（
鯛
）
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ブ
（
弱
）

第
一
天
照
太
神
・
第
二
八
幡
大
菩
薩
。
第
三
は
山
王
等
の
三
千
余
社
。
昼
夜
に
我
国
を
ま
ほ
り
、
朝
夕
に
国
家
を
見
そ
な
わ
し
給
。

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
守
護
を
放
棄
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

シ
（
瓢
）

上

法
華
経
守
護
の
梵
釈
・
日
月
・
四
天
等
さ
の
象
守
護
せ
ず
ば
、
仏
前
の
御
誓
む
な
し
く
て
、
無
間
大
城
に
墜
く
し
。

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
威
力
を
失
い
、
三
悪
道
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
と
の
警
告
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
警
告
を
無
視
す
る
結
果
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
念
仏
・
禅
等
の
邪
法
・
悪
法
が
法
華

の
正
法
を
覆
い
隠
し
、
守
謹
神
は
法
味
を
嘗
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
威
力
を
失
い
、
天
に
昇
り
、
濁
悪
の
大
難
の
激
し
さ
ゆ
え
に
お

じ
け
ず
き
、
守
護
を
放
棄
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
下
山
御
消
息
に
、

と
、
神
国
王
御
書
に
は
、

あ
る
。

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
大
慈
大
悲
の
心
で
既
述
の
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
、
宗
祖
の
心
底
に
あ
る
も
の

は
生
国
日
本
へ
の
慈
悲
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
宗
祖
の
宗
教
者
と
し
て
の
真
面
目
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

宗
祖
は
諌
暁
八
幡
抄
に
、

ス

（
砲
）

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
人
を
ば
大
梵
天
・
帝
釈
・
日
月
・
四
天
等
昼
夜
に
守
護
す
べ
し
と
見
え
た
り
。

宗
祖
の
守
謹
神
に
対
す
る
基
本
姿
勢
は
、
守
護
神
が
法
華
経
と
そ
の
行
者
を
、
そ
し
て
、
日
本
国
の
守
謹
を
遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
に

四
地
涌
の
菩
薩
と
守
護
神
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と
言
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
濁
悪
誘
法
の
邪
悪
に
満
ち
た
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
救
済
は
一
体
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か

る
疑
問
に
対
し
て
宗
祖
は
、
新
し
き
法
と
新
し
い
弘
通
者
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
上
行
等
の
地
涌
の
菩

薩
が
濁
悪
誇
法
の
末
法
に
応
現
し
て
、
良
薬
で
あ
る
妙
法
の
五
字
を
末
代
幼
稚
の
衆
生
に
服
せ
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
救
済
は

可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
祖
は
自
身
の
思
想
・
信
行
・
教
法
・
宗
旨
の
一
切
を
根
本
的
に
宣
明
し
た
最
重
要
遺
文
の
観
心
本

尊
抄
に
、

と
、
開
目
抄
に
、ノ

テ
ワ
チ
ワ
テ
ワ
シ
ワ

ニ
シ
ヲ
タ

セ
リ
ノ
ハ
レ
テ

セ

テ
ラ

セ

今
末
法
初
以
レ
小
打
レ
大
以
レ
権
破
レ
実
東
西
共
失
し
之
未
天
地
顛
倒
。
迩
化
四
依
隠
不
二
現
前
一
。
諸
天
棄
二
其
国
一
不
し
守
二
護

卜
《
（
師
）

ワ

ノ
テ
シ
ニ
テ

ノ
ヲ
ム
七
二

之
一
。
此
時
地
涌
菩
薩
始
出
二
現
世
一
但
以
二
妙
法
蓮
華
経
五
字
一
令
し
服
二
幼
稚
一
。
因
誇
堕
悪
必
因
得
益
是
也
。

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
再
言
す
れ
ば
、
宗
祖
は
末
法
と
い
う
善
神
捨
国
の
日
本
に
地
涌
の
菩
薩
（
本
化
弘
通
者
）

が
出
現
し
て
、
法
華
経
の
真
髄
た
る
五
字
の
要
法
（
本
門
の
題
目
）
を
必
ず
弘
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
正
法
が
弘
ま
れ
ば
守
護
神
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
は
法
門
可
被
申
様
之
事
に
、

シ

ヒ

ツ

経
文
の
ご
と
く
な
ら
ば
仏
神
日
本
国
に
ま
し
ま
さ
ず
。
か
れ
を
請
ま
い
ら
せ
ん
と
術
は
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
は
叶
が
た
し
。
先
世
間
の

叩
切
列

仏
前
の
誓
は
あ
り
し
か
ど
も
、
濁
世
の
大
難
の
は
げ
し
さ
を
み
て
諸
天
下
給
ざ
る
か
。
日
月
天
に
ま
し
ま
す
。
須
弥
山
い
ま
も
く
づ

（

ヘ
テ
ノ
ッ

此
三
の
大
悪
法
鼻
を
並
て
一
国
に
出
現
せ
し
が
故
に
、
此
国
す
で
に
梵
釈
二
天
・
日
月
．
四
王
に
捨
ら
れ
奉
り
、
守
護
善
神
も
還
て

う
（
弱
）

大
怨
敵
と
な
ら
せ
給
・

弱
）

れ
ず
。
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法
華
経
二
十
八
品
中
安
楽
行
品
ま
で
の
前
半
十
四
品
を
迩
門
、
涌
出
品
以
下
勧
発
品
に
至
る
後
半
十
四
品
を
本
門
と
称
し
て
い
る
。
迩

門
と
は
久
成
の
本
仏
が
衆
生
教
化
の
た
め
に
、
化
迩
を
伽
耶
城
に
垂
れ
て
説
か
れ
た
法
門
を
い
い
、
本
門
と
は
仏
が
開
通
顕
本
、
つ
ま
り

ケ

ブ

上
下
万
人
云
、
八
幡
大
菩
薩
は
正
直
の
頂
に
や
ど
り
給
、
別
の
す
ゑ
か
な
し
等
云
云
。
世
間
に
正
直
の
人
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
す
み

リ

か
ま
し
ま
さ
ず
。
又
仏
法
の
中
に
法
華
経
計
こ
そ
正
直
の
御
経
に
て
は
を
は
し
ま
せ
。
法
華
経
の
行
者
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
御
す
桑

シ

リ

（
記
）

か
を
は
せ
ざ
る
か
。
但
日
本
国
に
て
は
日
蓮
一
人
計
こ
そ
世
間
・
出
世
正
直
の
者
に
て
は
候
へ
。

（
弱
）

と
、
日
本
国
の
諸
神
の
中
で
八
幡
大
菩
薩
を
以
て
そ
の
代
表
と
し
、
そ
の
八
幡
も
住
む
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
正
法
の
弘
ま
る
の
を
見
れ
ば
、
当
然
そ
の
弘
通
者
の
と
こ
ろ
へ
還
帰
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
祖
が
文
永

八
年
九
月
十
二
日
竜
ノ
ロ
ヘ
赴
く
途
中
、
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
の
前
で
、

ス

ス

（
帥
）

八
幡
大
菩
薩
に
最
後
に
申
べ
き
事
あ
り
、
と
て
馬
よ
り
さ
し
を
り
て
高
声
に
申
や
う
。
い
か
に
八
幡
大
菩
薩
は
ま
こ
と
の
神
か
。

と
叱
吃
し
た
、
い
わ
ゆ
る
八
幡
社
頭
諌
言
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
八
幡
大
菩
薩
の
在
社
を
確
信
し
て
い
た
ゆ
え
の
発
言
で
あ
ろ
う
と
思
わ

（
田
）

れ
る
。
の
ち
、
弘
安
三
年
十
一
月
十
四
日
に
社
殿
を
焼
失
し
た
八
幡
に
対
し
て
、

プ

ル

ミ
ブ

ニ
ク

此
大
菩
薩
は
宝
殿
を
や
き
て
天
に
の
ぼ
り
給
と
も
、
法
華
経
の
行
者
日
本
国
に
有
な
ら
ば
其
所
に
栖
給
く
し
。
法
華
経
の
第
五
云

二
《
｜
ノ
ノ
ュ
モ
久
壹
〃
（
砲
）

諸
天
昼
夜
常
為
し
法
故
而
衛
二
護
之
一
文
。

と
、
救
世
の
大
導
師
が
出
て
、
法
華
経
の
正
法
を
弘
め
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
来
下
し
て
守
護
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
宗
祖
は
堅
く
信
じ
疑

わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

国
本
仏
と
守
護
神
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伽
耶
城
の
通
を
払
い
、
五
百
塵
点
劫
の
久
遠
実
成
の
本
地
を
明
か
し
、
久
成
正
覚
の
本
仏
な
り
と
開
顕
し
て
の
説
法
で
あ
る
か
ら
本
門
と

い
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宗
祖
は
開
目
抄
に
、

ツ

迩
門
方
便
品
は
一
念
三
千
・
二
乗
作
仏
を
説
て
爾
前
二
種
の
失
一
を
脱
た
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
い
ま
だ
発
迩
顕
本
せ
ざ
れ
ぱ
、

ま
こ
と
の
一
念
三
千
も
あ
ら
は
れ
ず
、
二
乗
作
仏
も
定
ま
ら
ず
。
水
中
の
月
を
見
る
が
ご
と
し
。
根
な
し
草
の
波
上
に
浮
る
に
に
た

り
。
本
門
に
い
た
り
て
、
始
成
正
覚
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
果
を
や
ぶ
る
。
四
教
の
果
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
因
や
ぶ
れ
ぬ
。
爾
前

《
し

迩
門
の
十
界
の
因
果
を
打
や
ぶ
て
、
本
門
十
界
の
因
果
を
と
き
顕
す
。
此
即
本
因
本
果
の
法
門
な
り
。
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し

（
鯛
）

ノ

仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
て
、
真
十
界
互
具
・
百
界
千
如
・
一
念
三
千
な
る
べ
し
。

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
宗
祖
は
本
仏
と
守
護
神
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
、
同
じ
内
容
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
門
寿
量
の
本
仏
は
、
常
住
不
滅
で
霊
山
浄
土
に
在
っ
て
説
法
し
て
い
る
が
、

衆
生
を
導
利
せ
ん
が
た
め
に
、
如
来
秘
密
神
通
之
力
を
以
て
自
由
自
在
に
、
い
か
な
る
国
土
刹
土
た
り
と
い
え
ど
も
応
現
垂
通
し
て
法
を

説
き
、
悉
く
衆
生
を
教
化
し
、
無
上
道
に
入
ら
し
め
、
速
か
に
仏
身
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
本
仏
は
い
か
な
る
衆
生
教
化
方
法
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
い
え
ば
、
仏
の
妙
用
の
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

我
常
在
此
。
妙

と
、
同
姑
偶
頌
に
、

常
在
霊
鷲
山
。

法
華
経
の
寿
量
品
に
、

（
“
）

我
常
在
此
。
娑
婆
世
界
。
説
法
教
化
。
亦
於
余
処
。
百
千
万
億
。
那
由
陀
。
阿
僧
祇
国
。
導
利
衆
生
。

（
鮨
）

及
余
諸
住
処
。
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を
寿
量
品
に
は
、

所
作
仏
事
。
幸

と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
祖
は
こ
の
寿
量
品
の
文
を
引
用
さ
れ
て
、
日
眼
女
釈
迦
仏
供
養
事
に
、

ノ
ー
ク
ハ
キ
ヲ
ハ
ク
ヲ

法
華
経
寿
量
品
云
或
説
二
己
身
一
或
説
二
他
身
一
等
云
云
。
東
方
の
善
徳
仏
・
中
央
の
大
日
如
来
・
十
方
の
諸
仏
・
過
去
の
七
仏
・

三
世
の
諸
仏
、
上
行
菩
薩
等
、
文
殊
師
利
・
舎
利
弗
等
、
大
梵
天
王
・
第
六
天
の
魔
王
・
釈
提
桓
因
王
・
日
天
・
月
天
・
明
星
天
・

北
斗
七
星
・
二
十
八
宿
・
五
星
・
七
星
・
八
万
四
千
の
無
量
の
諸
星
、
阿
脩
羅
王
・
天
神
・
地
神
・
山
神
・
海
神
・
宅
神
・
里
神
・

（
碗
）

一
切
世
間
の
国
々
の
主
と
あ
る
人
、
何
れ
か
教
主
釈
尊
な
ら
ざ
る
。
天
照
太
神
・
八
嚇
大
菩
薩
も
其
本
地
は
教
主
釈
尊
也
。

と
、
つ
ま
り
、
本
有
常
住
の
覚
者
の
公
表
以
後
に
お
け
る
釈
迦
を
以
て
本
地
の
釈
尊
と
し
、
そ
の
他
の
諸
尊
の
こ
と
ご
と
く
は
、
こ
の
本

仏
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
や
能
力
を
持
っ
た
各
種
の
諸
尊
の
名
を
以
て
、
諸
処
に
韮
現
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。

再
言
す
れ
ば
、
一
切
世
間
の
現
象
は
悉
く
本
仏
の
妙
用
の
表
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
梵
天
王
・
帝
釈
天
と
、
あ
る
い
は
ま
た

天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩
と
現
わ
れ
た
の
も
、
衆
生
救
済
・
皆
令
入
仏
道
の
大
悲
本
願
の
久
成
本
仏
の
妙
用
の
表
現
で
あ
る
。

こ
の
本
仏
の
働
き
は
、
久
遠
無
始
以
来
未
来
永
劫
に
一
貫
し
て
寸
時
間
断
な
く
継
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
隙
な
き
本
仏
の
活
動

仏
寿
の
無
量
な
る
と
と
も
に
、
ま
た
本
仏
の
化
現
も
無
量
で
あ
る
。
或
示
己
身
或
示
他
事
等
の
文
こ
そ
実
に
、
法
華
経
の
包
容
的
性
格

寿
量
品
に
よ
る
と
、

諸
善
男
子
。
如
来
所
》

（
師

所
言
説
。
皆
実
不
虚
。

如

来

鍬（
船
）

未
曾
暫
廃
。

経
典
。
皆
為
度
脱
衆
生
．
或
説
己
身
．
或
説
他
身
．
或
示
己
身
．
或
示
他
身
．
或
示
己
事
．
或
示
他
事
．
讃
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を
説
い
た
も
の
と
い
い
得
る
根
拠
で
あ
る
。
常
在
霊
山
随
時
随
機
に
化
現
し
》
無
限
に
衆
生
教
化
の
化
用
を
示
す
と
こ
ろ
の
久
遠
実
成
の

釈
尊
こ
そ
森
羅
万
象
の
本
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
如
来
秘
密
の
神
通
力
が
本
仏
妙
用
の
原
動
力
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
宗
祖
が
い
う
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
梵
天
・
帝
釈
等
の
三
十
有
余
の
守
護
神
の
こ
と
ご
と
く
は
、
す
べ
て
本
仏
に
包
摂
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
本
仏
と
守
護
神
の
関
係
は
、
寿
量
品
に
お
け
る
本
仏
の
妙
用
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

以
上
甚
だ
簡
単
で
、
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
い
わ
ず
じ
ま
い
に
終
っ
た
点
も
多
い
と
思
う
が
、
む
す
び
と
し
て
い
う
な
ら
ば
、
宗
祖
７

に
と
っ
て
命
と
た
の
ん
だ
も
の
は
、
釈
尊
の
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
華
経
で
あ
る
。
こ
の
法
華
経
に
は
、
守
護
神
が
釈
尊
に
対
し
て
法
華
”ｆ

経
を
守
る
と
の
誓
を
立
て
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
守
護
神
は
法
華
経
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
が
あ
る
。
こ
の
関
係
か
ら
さ
ら
に
、
そ

の
法
華
経
を
信
じ
行
ず
る
者
を
守
る
責
任
が
あ
る
。
宗
祖
は
そ
の
法
華
経
の
文
に
指
示
し
て
あ
る
通
り
に
色
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
々
に
法
難
に
あ
い
、
ど
う
承
て
も
守
護
を
受
け
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
し
て
承
る
と
、
宗
祖
は

果
し
て
本
当
に
法
華
経
の
行
者
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
涌
い
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
か
か
る
疑
義
に
対
し
て
宗
祖
は
、
自
分
が

さ
ま
ざ
ま
な
法
難
に
あ
う
の
は
前
世
に
お
け
る
法
華
誹
誇
の
ゆ
え
で
、
そ
の
罪
は
極
め
て
重
く
深
く
沈
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
、
法
華
経

の
力
は
強
大
で
、
深
底
に
あ
る
重
い
罪
も
遂
に
は
浮
上
し
、
今
法
難
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ

の
罪
が
清
算
さ
れ
た
も
の
と
拝
す
べ
き
で
、
決
し
て
守
護
神
の
守
護
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
あ
の
よ
う
な
法
難
を

ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
よ
き
証
左
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
し
、
守
護
神
が
法
華
経
の
行
者
を
守
謹
す
る
誓
約
を
実

尚
む
す
び



行
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
一
命
を
取
り
止
め
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
と
し
て
は
、
法
難
か
ら
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
も
の

は
、
守
護
神
の
本
源
で
あ
る
釈
尊
の
力
の
法
華
経
が
、
あ
る
時
に
は
梵
天
・
帝
釈
と
な
り
、
日
・
月
天
子
と
な
り
、
十
羅
刹
女
と
変
化
し

て
現
わ
れ
た
霊
験
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

〔
註
〕（

１
）
岩
波
法
華
経
下
ニ
ハ
八
。
な
お
、
祈
祷
妙
（
定
遺
六
七
六
）
八
曾
Ｖ
・
神
国
王
御
樗
（
定
遺
八
九
二
）
八
真
Ｖ
・
砿
々
振
舞
御
撫
（
定
遺
九
六

九
）
八
曾
Ｖ
参
照
。

（
２
）
法
華
辞
典
（
五
一
三
）
参
照
。
小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典
、
岩
波
広
辞
苑
、
諸
橋
大
漢
和
辞
典
、
望
月
仏
教
大
辞
典
等
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

（
３
）
（
２
）
で
い
う
辞
典
類
も
た
だ
守
護
す
る
神
と
い
う
説
明
で
詳
細
な
記
述
は
な
い
。

（
４
）
守
護
神
と
い
う
語
は
開
目
抄
（
定
遺
六
○
一
）
八
曾
Ｖ
・
南
条
殿
御
返
事
（
定
遺
一
○
八
○
）
八
真
Ｖ
に
往
見
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
れ
に
類
似
す

る
「
守
護
の
善
神
」
・
「
菩
神
」
・
「
諸
天
菩
神
」
・
「
国
中
の
善
神
」
・
「
日
本
国
守
護
の
善
神
」
と
い
う
表
現
の
仕
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

（
５
）
定
遺
四
二
四
八
真
Ｖ

（
９
）
遺
文
に
は
膨
大
な
諸
尊
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
（
５
）
。
（
６
）
。
（
７
）
。
（
８
）
で
説
示
さ
れ
る
よ
う
な
範
囲
の
も
の
と
す
る
。
な
お
、
表

（
１
）
を
眺
め
る
時
、
遺
文
番
号
の
同
一
の
も
の
が
、
各
守
護
神
に
わ
た
っ
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
祖
の
守
液
神
の
用
い
方
に
一
定
の
型
が
あ
る

こ
と
を
知
り
得
る
。
ち
な
み
に
そ
の
型
及
び
遺
文
に
お
け
る
引
用
回
数
を
記
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

（
８
）
同
一
四
九
三
八
真
Ｖ

（
６
）
同
五
八
一
八
曾
Ｖ

（
７
）
同
二
三
五
’
二
三
六
八
骨
Ｖ

梵
天
・
帝
釈

梵
天
・
帝
釈
・
四
天

梵
天
・
帝
釈
・
日
天
・
月
天

梵
天
・
帝
釈
・
日
天
・
月
天
・
四
天
王

梵
天
・
帝
釈
・
日
天
・
月
天
・
四
天
王
・
天
照
太
神
。

型

八
幡
大
菩
薩

－

引
用
回
数

3365 619
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（
焔
）
極
々
御
振
舞
御
番
（
定
遺
九
六
四
）
八
曾
Ｖ
・
撰
時
抄
（
定
遺
一
○
五
五
）
八
真
Ｖ

（
Ⅳ
）
下
山
御
消
息
（
定
遺
一
三
三
二
）
八
真
・
日
法
・
日
澄
写
本
Ｖ

（
岨
）
法
華
行
者
値
難
事
（
定
遺
七
九
八
）
八
真
Ｖ
・
窪
尼
御
前
御
返
事
（
定
遺
一
五
○
三
）
八
真
Ｖ
・
千
日
尼
御
前
御
返
事
（
定
遺
一
五
四
五
）
八
真
Ｖ

（
⑲
）
上
野
殿
御
返
事
（
定
遺
一
六
三
二
）

（
釦
）
影
山
尭
雄
氏
『
日
蓮
宗
布
教
の
研
究
』
（
一
六
’
一
七
）
参
照
。

（
皿
）
定
遺
四
五
九
八
真
・
日
澄
写
本
Ｖ

（
配
）
同
五
五
九
’
六
○
○
八
曾
Ｖ

（
羽
）
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
（
定
遺
三
二
七
）
八
真
・
日
興
写
本
Ｖ
、
拙
稿
「
不
軽
と
上
行
」
（
七
一
’
七
三
『
棲
神
四
九
号
』
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
型
）
富
木
殿
御
返
事
（
定
遮
六
一
九
）
八
真
Ｖ
、
影
山
尭
雄
氏
前
掲
著
（
一
美
’
三
○
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
溺
）
極
々
御
振
舞
御
謹
（
定
避
九
七
四
’
九
七
六
）
八
曾
Ｖ
、
高
木
豊
氏
『
日
蓮
と
そ
の
門
弟
』
（
二
七
八
’
二
八
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
妬
）
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
史
年
表
』
（
九
八
）

（
”
）
高
木
豊
氏
前
掲
著
（
二
七
一
’
二
七
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
躯
）
安
国
論
御
勘
由
来
（
定
遺
四
二
三
）
八
真
Ｖ

（
”
）
宮
崎
英
修
氏
『
日
蓮
宗
の
守
護
神
』
（
八
六
’
九
○
）
・
『
不
受
不
施
派
の
源
流
と
展
間
』
（
九
五
’
九
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
日
蓮
宗

で
は
古
来
よ
り
こ
の
善
神
捨
国
論
の
こ
と
を
神
天
上
法
門
と
い
い
、
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
立
正
安
国
論
（
定
遺
二
○
九
’
一
二
○
・
一
二
三
）

八
真
Ｖ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
思
想
の
背
景
と
な
る
典
拠
は
、
金
光
明
経
（
大
正
蔵
経
一
六
巻
四
二
九
’
四
三
○
）
・
大
集
経
（
大
正
蔵
経
一
三
巻

三
七
九
）
・
仁
王
経
（
大
正
蔵
経
八
巻
八
三
三
）
等
で
あ
る
。

〔
皿
）
他
の
守
護
神
も
ほ
ぼ
表
（
Ⅱ
）

（
蝿
）
定
遺
五
五
七
八
曾
Ｖ

（
皿
）
五
’
二
一
参
照
。
な
お
、
岩
波
日
蓮
文
集
（
三
五
二
’
三
五
三
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ｕ
）
崇
峻
天
皇
御
書
（
定
遺
一
三
九
四
）
八
曾
Ｖ

（
胆
）
性
格
・
活
動
・
働
き
・
能
力
等
の
語
楽
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
織
能
と
い
う
語
が
股
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
。

（
週
）
本
来
な
ら
ば
引
用
回
数
の
多
い
梵
天
・
帝
釈
・
日
天
・
月
天
・
四
天
・
十
羅
刹
女
・
天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て

て
、
解
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
紙
数
の
都
合
で
梵
天
を
以
て
そ
の
代
表
と
す
る
。
な
お
、
引
用
回
数
の
大
小
が
必
ず
し
も
重
要

度
を
左
右
す
る
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
多
少
が
宗
祖
の
宗
教
感
情
認
識
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
と
思
う
。

（
皿
）
他
の
守
護
神
も
ほ
ぼ
表
（
Ⅱ
）
で
示
す
よ
う
な
槻
能
を
有
し
て
い
る
。

－

日
天
・
月
天

天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩

－

1638
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（
“
）
同
八
八
六
八
真
Ｖ

（
妬
）
同
一
○
四
七
・
一
○
五
五
八
真
Ｖ

（
妬
）
同
四
五
四
八
真
Ｖ

（
幻
）
同
三
三
四
八
真
・
曾
・
日
舜
・
日
乾
写
本
Ｖ

（
妃
）
聖
人
知
三
世
事
（
定
遺
八
四
三
）
八
真
Ｖ
・
種
々
御
振
舞
御
書
（
定
遺
九
六
こ
八
曾
Ｖ
・
一
谷
入
道
御
書
（
定
遺
九
九
六
）
八
真
Ｖ
・
撰
時
抄

（
釦
）
岩
波
歎
異
抄
三
六

（
釦
）
法
然
上
人
全
集
（
往
生
大
要
妙
五
七
）

（
犯
）
浅
井
円
道
氏
「
法
然
房
源
空
と
宗
祖
日
蓮
」
（
九
九
’
二
三
『
法
華
文
化
研
究
第
三
号
』
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
調
）
勝
呂
信
静
氏
『
日
蓮
思
想
の
根
本
問
題
』
（
九
三
’
二
六
）
、
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
日
蓮
』
の
補
注
（
誇
法
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
認
）
（
認
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
妬
）
望
月
歓
厚
氏
『
日
蓮
教
学
の
研
究
』
（
六
六
）
参
照
。

（
調
）
佐
々
木
絲
氏
「
日
蓮
の
思
想
栂
造
」
（
四
二
『
日
蓮
と
そ
の
教
団
第
１
集
』
所
収
）

（
師
）
聖
人
御
難
事
（
定
逝
一
六
七
三
）
八
真
Ｖ

（
銘
）
定
遺
六
六
一
八
日
輿
写
本
Ｖ

（
調
）
安
国
論
副
状
（
定
遺
四
一
二
）
八
曾
Ｖ
・
安
国
論
御
勘
由
来
（
定
遺
四
二
一
）
八
真
Ｖ
・
新
尼
御
前
御
返
事
（
定
逝
八
六
七
）
八
曾
Ｖ
・
富
木
入

道
殿
御
返
事
（
定
遺
一
五
一
九
）
八
真
Ｖ
・
干
日
尼
御
前
御
返
事
（
定
遺
一
五
四
四
）
八
真
Ｖ
等
で
あ
る
。

（
蛆
）
宮
崎
英
修
氏
は
（
『
日
蓮
宗
の
守
護
神
』
八
六
’
九
○
）
四
つ
に
区
分
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ｍ
悪
国
勉
葉
・
・
・
・
守
護
国
家
論
（
定

逝
二
七
）
八
曾
Ｖ
・
災
難
対
治
紗
（
定
遺
一
六
五
・
一
六
八
）
八
真
Ｖ
・
立
正
安
国
論
（
定
遺
二
○
九
’
一
二
○
・
一
二
三
・
一
二
七
）
八
真
Ｖ

・
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
識
（
定
遺
三
一
二
）
八
真
・
日
興
写
本
Ｖ
・
安
国
論
御
勘
由
来
（
定
遺
四
二
三
）
八
真
Ｖ
・
開
目
抄
（
定
遺
五
四
二
・
五
五

九
）
八
曾
Ｖ
・
富
木
殿
御
返
事
（
定
逝
六
一
九
）
八
真
Ｖ
・
観
心
本
尊
抄
（
定
遮
七
一
九
）
八
真
Ｖ
・
顕
仏
未
来
記
（
定
遺
七
四
○
）
八
曾
・
日
進

写
本
Ｖ
・
下
山
御
消
息
（
定
遺
二
一
三
○
・
一
三
二
五
・
一
三
二
九
）
八
真
・
日
法
・
日
澄
写
本
Ｖ
・
兵
衛
志
殿
御
返
事
（
定
遺
一
四
○
一
）
八
真
Ｖ

口
他
国
移
住
・
・
・
・
・
曾
谷
入
道
殿
許
御
書
（
定
遺
九
○
三
）
八
真
・
曾
Ｖ
⑧
遠
帰
本
土
：
・
・
報
恩
抄
（
定
遺
一
三
三
）
八
真
・
曾
・
日

舜
・
日
乾
写
本
Ｖ
・
智
妙
房
御
返
事
（
定
逝
一
八
二
七
）
八
真
Ｖ
・
諌
暁
八
幡
抄
（
定
遺
一
八
四
九
）
八
真
・
曾
Ｖ
㈲
無
力
無
為
・
・
・
・
・
富
木

殿
御
返
事
（
定
逝
六
一
九
）
八
真
Ｖ
・
四
信
五
品
抄
（
定
遺
二
一
九
九
）
八
真
Ｖ
・
断
簡
三
一
三
（
定
遺
二
八
八
九
）
八
真
Ｖ
で
あ
る
。

（
虹
）
自
界
叛
逆
難
の
み
を
記
し
た
遺
文
は
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
理
論
は
十
分
で
は
な
い
。
な
お
、
前
掲
岩
波
思
想
大
系
の
補
注
（
自
界
叛
逆
難
・

他
国
侵
逼
難
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
蛇
）
定
遺
九
五
五
八
曾
・
真
Ｖ

（
蝿
）
同
九
六
三
八
曾
Ｖ
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（
釦
）
穂
々
御

（
団
）
史
料
綜

（
舵
）
諌
暁
八

（
“
）
定
遺
五

（
“
）
岩
波
法

（
鮪
）
同
三
二

（
妬
）
同
一
八

（
釘
）
定
遺
一

（
妬
）
同
一
八

（
釘
）
定
遺
一

（
卵
）
同
四
五
五
八
真
Ｖ

翁
）
宮
崎
英
修
氏
前
掲
著
（
八
九
’
九
○
）
と
（
九
六
’
九
七
）
参
照
。
な
お
、
「
氏
神
八
幡
大
菩
薩
」
・
「
日
蓮
の
氏
神
を
諌
暁
す
る
云
云
」
（
定
う

遺
一
八
四
四
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
４９

（
釦
）
穂
々
御
振
舞
御
書
（
定
遺
九
六
五
）
八
曾
Ｖ
く

（
団
）
史
料
綜
覧
二
五
三

（
舵
）
諌
暁
八
幡
抄
（
定
遺
一
八
四
九
）
八
真
・
仲
Ｖ

（
“
）
定
遺
五
五
二
八
曾
Ｖ

（
“
）
岩
波
法
華
経
下
一
六

（
弱
）
同
五
六
七
八
曾
Ｖ

（
駒
）
同
七
一
九
八
真
Ｖ

へへへへ

55545352
四一一一

定型同定
遺人八遺
一御八一
三難二八
二事八四
九,-,真九
八定V八
真遺真
●一 ●

日六曾
法七V
・三

日L‐〆

澄八
写真
本V
V

へへへ

515049
ｰ嘗一

六
二
三
八
曾
Ｖ
、
他
に
開
目
抄
〔
定
遺
五
七
一
・
五
七
六
・
五
七
八
）
八
曾
Ｖ
・
法
華
取
要
抄
（
定
遺
八
一
二
）
八
真
・
曾
・
日
興
写
本
Ｖ

・
聖
密
房
御
番
（
定
遺
八
二
四
）
八
曾
Ｖ
・
諌
暁
八
幡
抄
（
定
遺
一
八
四
九
）
八
真
・
曾
Ｖ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
“
）
岩
波
法
華
経
下
一
八

な
お
、
註
に
は
列
記
し
な
か
っ
た
が
、
立
正
大
学
名
誉
教
授
影
山
尭
雄
博
士
の
大
学
院
に
お
け
る
「
宗
史
特
諦
」
の
講
義
ノ
ー
ト
か
ら
、
そ
の
考
え
方

を
随
所
に
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
、
謝
意
を
表
す
る
。

◇
真
賊
の
存
す
る
も
の
は
八
真
Ｖ
、
曾
っ
て
存
し
た
も
の
は
八
筒
Ｖ
、
写
本
は
古
写
本
を
用
い
例
え
ば
八
日
興
写
本
Ｖ
の
よ
う
に
書
写
し
た
者
の
名
を

冠
す
る
。

（
定
遺
一
○
○
七
’
一
○
○
八
）
八
真
Ｖ
・
三
三
蔵
祈
雨
事
（
定
遺
一
○
七
Ｃ
八
真
Ｖ
・
油
溌
寺
大
衆
中
（
定
遺
二
三
四
）
八
骨
Ｖ
・
現
世
無

間
御
識
（
定
遺
二
一
九
二
）
八
真
Ｖ
・
下
山
御
消
息
（
定
遺
二
一
三
五
）
八
真
・
日
法
・
日
溌
写
本
Ｖ
・
干
日
尼
御
前
御
返
事
（
定
遺
一
五
四
四
）

八
真
Ｖ
・
断
簡
二
七
（
定
遺
二
五
一
六
）
八
真
Ｖ

定
遺
一
○
○
○
八
真
Ｖ

同
二
七
六
八
真
Ｖ

同
二
七
六
八
真

同
六
○
一
八
曾
Ｖ


